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Q１９． 社会的経済とは
A 経済の基本的な役割は、人びとの生活に必要なものやサービスを提供することです。現代資本主義社会にお

ける経済の主要な担い手は、営利企業と政府です。営利企業は、お金儲けのために経済活動をします。政府は、

税金と引き換えに国民生活に必要なものやサービスを提供します。営利企業は、お金儲けを第一目標とするため

に、コスト面では人件費の引き下げに努め、販売面では人びとの生活に不必要な（時には有害な）ものやサービ

スまで売りつけようとします。政府は、収入面では税収入の安定化をはかるために不平等な税制を強行したり、

�３．１１以降を踏まえて
石塚 今回はシリーズ最終回です。『Q&A』発行
後の新しい状況は、やはり３．１１が起きて日本の社
会経済が変わったことです。東日本震災復興プラ
ンなどでも非営利・協同に関係するような項目が
多少出ています。１つは「新しい公共」というこ
とです。震災復興に向けて NPOを活用していこ
うという政府サイドの意見もあります。また経済
的なことに関しては、政府側からは PFIなど民間
の経済支援や資金活用などを使うという議論が出

ています。
したがいまして、『Q&A』で言い足りなかった

ことについてと、いまの日本の新しい状況を踏ま
えて執筆していただいたところがどういう新しい
課題があるか、その２つについてお話しいただき
たいと思います。
それでは富沢先生からお願いします。

�富沢担当部分

�はじめに（その１より抜粋）
石塚 ブックレット『非営利・協同 Q&A』は２年か

けて作りましたが、その間、状況も変わりました。政

権も変わりましたし、民主党では鳩山さんの「新しい

公共」、菅さんの「第三の道」など、政府も変わりま

した。非営利・協同というテーマと現実の政治社会と

がより密接に絡むようになったと言えます。しかしブ

ックレットは比較的短い文章で原則論になっているの

で、執筆者の皆様にもいろいろ書き足りない部分もあ

ると思い、何回かに分けて新しい状況にあった内容や

足りなかった部分を機関誌上で補足いただこうという

企画です。

シシリリーーズズ『『非非営営利利・・協協同同QQ&&AA』』
誌誌上上ココメメンントト（（そそのの４４、、最最終終回回））

出席者：富沢 賢治（とみざわ けんじ、研究所顧問、聖学院大学大学院教授）

中川雄一郎（なかがわ ゆういちろう、研究所理事長、明治大学教授）

坂根 利幸（さかね としゆき、研究所副理事長、公認会計士）

角瀬 保雄（かくらい やすお、研究所名誉理事長・顧問、法政大学名誉教授）

司 会：石塚 秀雄（いしづか ひでお、研究所主任研究員）
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支出面では人びとの生活に必要な事業を後回しにして一部の利害関係者のために公共事業を行ったりします。こ

れに対して、人びとの生活に必要なものやサービス（たとえば、医療サービス）を、営利目的でなく、また税金

と引き換えでなく、提供しようとする組織（協同組合、共済組織、NPO、民医連など）が存在します。このよ

うな民間非営利組織が行う経済活動が、社会的経済です。（富沢）

Q３４． 雇用労働者と協同労働者の違い
A 雇用労働者は、使用者に雇われ、使用者の命令に従って働き、生産物も自分のものとなしえない労働者です。

したがって、賃金が、雇用労働者の主要な関心事となります。これに対して協同労働者は、社会的な問題の解決

を目指して、共通の使命のもとで力を出し合って働く労働者です。協同労働者の主要な関心事は、社会問題の解

決です。

雇用労働者と協同労働者の本質的な違いについて、K．マルクスは、「賃労働は、自発的な手といそいそとし

た精神と楽しい心とをもって自分の仕事をこなす協同労働に席を譲って消滅すべき運命にある」（『国際労働者教

会創立宣言』）と述べています。彼によれば、賃労働が経済的に強制される労働であるのに対して、協同労働は、

諸個人が主体的、能動的、自覚的、自発的に協同して行う労働であり、自己の個性を発揮、発展させることがで

きる労働です。（富沢）

Q３８． 公的セクターと非営利・協同セクターとの関係
A 現代社会の主要組織は、「政府組織」「営利企業」「非営利・協同組織」という３つに大別されます。それぞ

れの組織が社会のなかで占める領域（セクター）は、「公的セクター」「営利企業セクター」「非営利・協同セク

ター」と呼ばれます。公的セクターと非営利・協同セクターとは、非営利性という点では同じ性質を持っていま

す。しかし、公的セクターは、国民のニーズに反して、営利企業セクターの利害に応じて行動することがありま

す。これに対して非営利・協同セクターは、国民のニーズに直結して行動します。したがって、非営利・協同セ

クターは、国民のニーズを代弁して、真の意味での公共性を公的セクターに要求することができます。公的セク

ターの公共性と非営利・協同セクターとの公共性があいまって、「新しい公共性」が創造されます。民営化され

る公的な仕事があれば、それは、公的セクターの責任のもとで非営利・協同セクターが担う協働形態によって実

行されるべきでしょう。（富沢）

富沢 「社会的経済」は、簡単に言えば、社会の
ための経済です。
図１を見てください。人間社会の一番基本的な

機能は、いのちを守り・育て・次の世代に継いで
いくことです。その命の再生産のためにくらしが
あります。
図２は、コミュニティとアソシエーションとい

う観点から社会をみた図です。ここではいのちと
くらしをまとめてコミュニティと表現しています。
そして、いのちとくらしを持するための組織（ア
ソシエーション）があります。それらの組織は、
１つは経済組織、もう１つは政治組織、もう１つ
は文化組織と、大きくわけることができます。社
会の中心にいのちとくらしを守るためのコミュニ
ティがあり、そのコミュニティを維持するために
経済・政治・文化という３つの大きな活動分野が

図１ 人間社会における
「いのちとくらし」の関係
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あります。現代の経済は、ほとんどの場合、営利
経済として理解されていますが、このような金儲
けのための経済ではなく、コミュニティを守るた
めの経済が「社会的経済」です。経済を大きく分
けると営利経済と非営利経済に分けられますが、
社会的経済の本質は、それが協同の経済だという
ところにあるので、社会的経済は非営利・協同経
済と言い換えても良いと思います。このように、
社会的経済は、いのちとくらしを守るための非営
利・協同経済だと言えます。
つぎに、雇用労働者と協同労働者の違いですが、

大括りにして言えば、雇用労働者は、営利経済の
領域で雇われて働く労働者であり、協同労働者は、

非営利・協同経済の領域でお互いに協同し合って
働く労働者だという違いがあります。
つぎは、公的セクターと非営利・協同セクター

との関係について述べます。非営利・協同セクタ
ーの組織としては、協同組合や共済組織や NPO
があります。それらの組織には１つの共通の性格
があります。それは、それらの組織がコミュニテ
ィに根ざして、営利のためではなく、いのちとく
らしを守るために活動しているという点です。こ
のような意味で、今後は NPOや NGOというコ
ンセプトとともに、CBO（community-based organi-
zation）というコンセプトが非常に重要になって
くると思います。
特に３．１１の東日本大震災以後、コミュニティを

再建させるものは何かという問題が大問題となっ
ています。例えば宮城県では、漁協の復興ではな
く、株式会社による漁業再生というプランが検討
されています。非常に乱暴な話です。株式会社で
あれば、利益が上がらないとその地域を棄てて他
のところに容易に行ってしまう。そうするとまた
コミュニティが大変な目に遭います。重要なのは
コミュニティに根ざした組織です。滅多やたらな
ことではコミュニティを見捨てないような組織が
必要です。このような観点からすると、非営利・
協同組織同士の連携だけではなく、地元に根差し
た中小・零細企業との連携も必要となってきます。
中小・零細企業も CBOという特質を持っていま
す。地域を守る、地域のための組織、CBO同士
の連携が、今後は非常に重要となってきます。
CBOというコンセプトを重要視する必要がある
というのが、私の主張です。
「公的セクターと非営利・協同セクターの関

係」については図３を見てください。いのちとく
らしに直結した位置に社会的経済があります。社
会的経済に直結して地方自治体があります。地方
自治体は国家の一機構です。中央政府と地方政府
という分け方をすれば地方政府であり、中央政府
あるいは国家の法律の枠組みの中で活動せざるを
得ないわけです。しかし、地方自治体は、本来は
地域のための自治組織という性格を持っています。
ここでも現実を本来の姿に近づけていくという努
力が、CBO側から重要になってきます。その意
味でも CBOと地方自治体との連携が今後重要に

図２ コミュニティとアソシエーション

図３ 社会的経済の位置
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Q１４． 日本の非営利・協同セクターにはどんな組織があるか
A 「非営利・協同」という言葉は「非営利」と「協同」を一体化した新しい概念を内包しています。協同組合

に関して言えば、非営利・協同は「協同組合の非営利性」と「協同組合の本質」とを結び合わせることによって

協同組合運動の方向をより一層明確にすることを意味します。したがって、日本における非営利・協同セクター

には、非営利性と協同組合の本質を結び合わせている生協、農協、漁協、森林組合、労協、共済保険を基本とす

る全労済などの協同組合、協同組織金融機関として地域の中小企業などに融資している信用金庫・信用組合、そ

れにコミュニティ・ビジネス、NPO（特定非営利活動組織）、それにまちおこし・むらおこしの事業体などを含

めると多数の組織が存在し、事業を展開しています。また、例えば、生協の場合には、店舗や共同購入あるいは

個配といった小売流通を担っている生協組織の他に、国民の健康といのちを支える保健・介護・医療のサービス

を提供している民医連や医療生協が存在するし、農協にも同じように「厚生農業協同組合連合会」を母体として保

健・介護・医療のサービスを提供している病院・診療所があります（長野県の佐久総合病院が有名です）。（中川）

なってきます。
大括りにして言えば、公的セクターと非営利・

協同セクターの連携が、今後ますます重要になっ
てくるということです。さきほど石塚さんが「新
しい公共」ということを言われました。非営利と
いう点では公的セクターも非営利・協同セクター
も同じ性格を持っています。非営利という共通の
性格を持って公的セクターと非営利・協同セクタ
ーが連携して地域の活性化を図ることが非常に重
要な意味を持ってきます。
歴史的に見れば、コミュニティが抱える問題を

解決するためにコミュニティの人びとが協同して
活動する組織は、国家が誕生する前から存在して

いました。国家が公共の担い手になる前に、すで
に非営利・協同組織がコミュニティのための公共
の担い手であったのです。このような意味で、非
営利・協同組織は、「新しい公共の担い手」とい
うより、「公共の伝統的な担い手」なのです。コ
ミュニティのために活動する伝統的な公共の担い
手として存在する非営利・協同組織は、そのよう
な立場から国家に対して真の公共性の実現を求め
ていく必要があります。

石塚 ありがとうございました。次は中川先生に
お願いします。

�中川担当部分

中川 非営利・協同組織については、『非営利・
協同 Q&A』に書いてある通りです。いま、富沢
先生から「コミュニティに根ざした組織」―CBO
―という言葉が出されましたが、要するに、協同
組合をはじめ非営利・協同セクターの基本はまさ
に CBOだと私も思っております。
例えば、今回の東日本大震災で被災された地域

における「コミュニティの再建をどうするのか」
ということについて言えば、その基本的な権利と
責任を有するのは、被災地域の人びと、それに
CBOである協同組合や非営利・協同セクターの
（事業）組織である、と私は思っています。もち
ろん、地域コミュニティの再生・再建に社会的な
組織として参加するのは、協同組合や他の非営利・
協同組織だけではありません。地域に根ざしてい

る他の経済的、社会的な組織、例えば中小企業の
ような地場産業や地方自治体、とりわけ市町村自
治体―いわゆる「基礎自治体」―それに商業サー
ビス企業との連携が何より重要になります。要す
るに、コミュニティの再生・再建のための青写真
を描くのは CBOの「権利と責任の意識」が大き
な役割を果たすのではないか、ということです。
というのは、非営利・協同セクターで活動する人
たちの「権利と責任の意識」がその地域コミュニ
ティで生活し労働している―ここでは「生活し労
働し

�

て
�

き
�

た
�

」と言うべきですが―人たちすべてと
協同・協働してその地域コミュニティの再生と再
建に貢献することを承認することによって、彼・
彼女たちに「自治」の権利意識を生み出させ、い
わゆる「参加の倫理」が強められていくようにな
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Q２６． 非営利組織と消費税
A 我が国に現行の消費税が施行されてから２０年余が過ぎました。いま社会保障費の増大に充てるものとして５

るからです。重要なことは、地域コミュニティの
メンバー、例えばコミュニティの住民、協同組合
や他の非営利・協同の諸組織、地場産業や商業サ
ービス企業、それに基礎自治体などが地域コミュ
ニティの再生・再建のための権利と責任（あるい
は責務）の意識を強く持つことです。そうするこ
とによって人びとは「安定した人間的なコミュニ
ティを想像する」ことが可能となるのです。これ
こそが「ヒューマン・ガバナンス」（人間的統治）
の基礎となり得るのです。私たちはそれを一般に
「シチズンシップ」と呼んでいます。
「Q８ シチズンシップと非営利・協同」でも

書いておいたのですが、この度の大震災からの再
生、すなわち、復旧・復興と再建について、この
「シチズンシップ」がぴったり合うのは、非営利・
協同組織、とりわけ CBOではないのかな、と私
は思うようになりました。被災者・被害者は自分
達の社会－経済的権利あるいはまた基本的市民権
（公民権）をどう行使していくのか、換言すれば、
生活と労働を、つまり「いのちとくらし」を守り、
発展させ豊かにしていくためには市民としての、
すなわち、社会を構成するメンバーとしての権利
をどう行使するのかが非常に大切だと思います。
もう１つ、市民は、その権利を国や地方自治体あ
るいは基礎自治体を通じて行使するわけですので、
その場合に大切なことは、被災者・被害者の諸権
利を国、地方自治体、基礎自治体はどうやって守
り、行使させるのか、という責任が問われる、と
いうことに私たちが常に強い関心を向け、声を上
げていくことです。そのことはまた、被災者・被
害者が自らの権利を行使できるようにすることに
よって、自らの要求と願望を実現していくプロセ
スに私たちはまた責任を負っているのだ、という
ことを意味しています。
他方で、被災者・被害者は自分達自身の生活を

どのようにするかについて判断を下す能力を持っ
ているわけです。したがってまた被災者・被害者
には「自治権」が与えられるのですが、彼・彼女

たちはその自治権をどのように行使していくのか、
ということが重要になります。ここで私が言いた
いことは、シチズンシップにおける「権利と責任
と自治」を、被災者・被害者がどのようにして地
域コミュニティの再生・再建に活かしていくのか、
ということになろうかと思います。そのためには、
被災者・被害者となっている非営利・協同組織、
たとえば協同組合などの組織が、他のさまざまな
組織や企業などと協同・協働して、今後の―地域
コミュニティの再生・再建を核とする―「地域の
復旧・復興」の青写真を描けるようにしていかな
くてはならない。そして、そのためにはまた、市
町村自治体や地方自治体と連携していくことが大
いに大切になると言えます。
富沢先生の図２をお借りすると、「文化」が再

建のための１つの重要な基礎になるのではないか
と思われます。私も、コミュニティの再建という
点では文化的資源をどう活かしていくかというこ
とが必要ではないかと思います。文化的資源を活
かしていくことも CBOの重要な役割だと思って
います。しかしながら、さまざまな協同組合や非
営利組織がそういう力を持っているのかどうかが
重要になってくるのですが、おそらく自分たちの
地域コミュニティをどうするのかということにな
れば力を発揮するのではないか、と楽観視してい
ます。シチズンシップと関連させて考えますと、
非営利・協同組織にとっては、どのような（事業）
組織であれ、非営利・協同セクター全体の総合的
な力や機能がどう発揮されるか、そのことがこの
大震災によって生み出されてしまった「破壊の
場」を新たな生活と労働の「再生・再建の場」に
作り変えていく方向性を示唆するのではないか、
と私には思えます。

石塚 ありがとうございました。次に坂根先生の
担当のところですが、まとめてお願いします。

�坂根担当部分
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％の消費税率の倍増等をもくろむ議論が始まっています。非営利・協同の事業組織としてはまことに由々しき課

題です。非営利分野の事業活動にかかる事業収益のうち、社会保険診療、介護保険事業、障害者自立支援事業等

については消費税は非課税であり、補助金や寄付金、会費収益等は消費税対象外とされています。一見すると非

営利組織らにとって有利な措置に見えますが、全く酷い措置なのです。

多くの事業収益が消費税非課税となった場合、材料等の仕入れ費用や種々の費用に含まれる支払い消費税の大

半が納税すべき消費税から差引かれないこととなる計算を定められていることから、増大する支払い消費税を負

担し続けることとなるのです。前記の対象外収益についても納付する消費税を押し上げる計算を強いられていま

す。非営利分野の消費税が非課税という取り扱いは、免税またはゼロ税率もしくは超低率課税とすべきであり、

その大運動を組織すべきでしょう。（坂根）

Q３０． 労働者による出資等とは
A ここでいう出資等とは、株式会社で言えば、働く人々が株主となって資本金の拠出に参画すべきだろうか、

という事柄です。非営利・協同の事業組織で、もし少数の人々のみが出資を行い、特定少数の人々だけの機関会

議で重要事項を決定するとしたら、民主的管理運営は有名無実と化す可能性が強くなってしまいます。それでは

適正妥当な協同は困難となります。働く人々を含めて多数の人々の出資すなわち当該事業組織の所有に参画する

工夫が必要なゆえんといえます。少数支配ではなく、多くの人々の出資と所有の仕組みを作り適正な運用を図っ

ていくことが大切です。それでこそ、オーナーもいない、少数支配でもない、民主的かつ協同性の高い事業組織

が形成されていきます。なお株式会社や協同組合、法人格なき団体のように出資の定めのできる法人は問題あり

ませんが、社福や医療法人など法人制度上で出資等の適用ができない組織では、実態的な出資と所有の仕組みを

工夫運用していくことが必要かつ要請されるところです。知恵と創意工夫、これこそが非営利・協同の強さです。

（坂根）

Q３１． 非営利・協同の所有（出資）
A 非営利・協同の事業組織において多数の人々による出資のあり方はどのように考えるべきでしょうか。知る

人ぞ知るスペイン・バスク地方の著名な協同組合モンドラゴンでは、労働者である労働者協同組合員の出資金は

概ね均等で１人１３０万円程度です。ここでは主として働く人々や組織の周辺のサポーター達の出資すなわち資本

の拠出について論点を整理しておきます。

非営利・協同の組織における所有は集団的共同的所有となるべきです。ワンマン組織や少数支配の組織ではな

いからです。したがって論点の第一は、１人あたりの出資限度額を定め、最大出資者が多数存在する取り組みが

必要不可欠です。そして、原則として組織の機関会議の承認のない出資の譲渡や相続は認められないことを制度

化することも大切です。非営利・協同の組織で働くことを願う人々や集う人々の多くは事業や組織の発展に沢山

の思いを寄せています。それらの思いの結集である出資の取り組みは、平等かつ均等、脱退自由であることなど

を原則とすることとなります。（坂根）

Q３３． 非営利・協同の事業組織の経営とは
A 非営利・協同の事業組織の経営原則は未だ確立されてはいません。しかし、次のような事態は、少なくとも

相応しいものではありません。

トップの体制が相当期間変わっていない、各種の会議では少数の者しか発言しない、ほとんどの役職員が学習

していない、設備投資の計画は決まってから報告される、予算は事務幹部で決めている、ずいぶん前から労働条

件が改革されていない、中長期の経営構想はあるが数字化したことはない、役員の報酬等はベールの中である、

時々給料が遅配する、労働組合と団結していない、等々ですが、如何でしょうか。

非営利・協同の経営の原則のうち概ね試され済みのテーマを紹介しておきましょう。トップダウンの経営では

ないこと、すなわち各種各級機関の議論と確認の手続きを軽視すると協同が薄まり経営が破綻してしまいます。
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意味の分からない資金繰りや関連法人の状況、見通しの不明な経営計画の提起推進などは、多くの人々の思いを

統合して最大の力を発揮する経営闘争に負けることは必定です。勝利の鍵は協同です。（坂根）

Q３５． 非営利・協同の会計
A 第一原則は予算の編成ですが、トップの提起する予算編成方針案を基礎として全役職員が参加をして職場討

議を積み重ね、各事業所または事業ごとの予算を年度初めまでに経営全体の手にできるかどうかが最大の課題で

す。

第二に、確認された月次予算と当月経営実績との比較検討を翌月半ばまでには完了する取り組みが必要です。

この課題の成否は各事業所ごとの会計管理の取り組みを要求します。会計業務は本部の仕事という考え方を大転

換して職場の管理とすることが会計の協同と言えます。並大抵ではありませんが、この取り組みを通じて現場の

予算編成能力を高めるのです。市場営利企業での上意下達の予算とは決定的に異なるのです。

第三に決算ですが、活動の総括と共に早期の決算完了が要請されますし、関係者一同に提案される決算情報は

必要かつ十分な資料を準備しましょう。

会計基準については、非営利・協同の事業組織に共通する唯一の基準はありませんが、市場の会計の有り様の

変化を横目でにらみつつ、各種の非営利・協同の事業組織の会計の取り組みを共有化して時代への模索をしてい

きましょう。（坂根）

Q３６． 非営利・協同の資金調達
A 百年に一度、いやこれからは十年に一度かもしれない経済危機の下で、非営利・協同の事業組織における資

金調達では、市場からのすなわち一般金融機関からの資金調達は容易ではない事態となっています。市場の利益

追求企業とは異なり、担保能力も返済能力も劣後にいる非営利・協同組織の勝負の鍵はアカウンタビリティつま

りは説明能力にあります。全役職員で議論検討した長期の経営計画を手に、いかに納得させる説明を実行できる

かが鍵と言えましょう。資金調達は返済計画の合理性にこそあるのです。

一方、非営利・協同組織では、理念や事業そして組織に賛同する多くの人々からの資金調達でも多くの実践例

が観られます。役職員や支援者らからの出資金、借入金、組合債、社債等々で、無利息、有利息、短期、長期、

担保付き、無担保など、その資金調達の創意工夫は目を見張るばかりです。ただし、今もって確立していないこ

とは、非営利・協同組織向けの融資制度や投資ファンドです。いずれはお目見えするものと確信しています。

（坂根）

坂根 設問の後半は経営論ですね。今日ご出席の
他の先生方は、研究生活の中でいろいろな活動や
理論に接して形成してきた考え方ですが、私は全
くベースがなく現実に非営利・協同の経営に係わ
ってから考え始めました。いまのような言い方も
されていないころだったので、良く分からなかっ
たのです。いまは「非営利・協同」という言い方
をしているけれども、「非営利」というのは多少
分かりましたが、「協同」は当初は良く分からな
くて、「民主的な」という言い方をしていた時期
もありました。それはいまも同じです。
さまざまな非営利・協同の組織、主として事業

をやっている組織に係わってきましたが、経営と
か会計は非営利の分野だけではなく、多くのとこ

ろで多くの方が「分からない」「分かりづらい」
というところがあります。市場の営利企業のとこ
ろもそうだし、非営利のところでも経営と会計の
課題は、総じて共通の課題です。ただし、非営利
は市場の営利ほど破綻する確率は少ない。しかし
破綻するのに非常に時間が掛って、大きくなる場
合があるし、破綻する件数が少ないので学ぶ機会
も少ない。一方で破綻した場合でも蘇り、その過
程でたくさん学んでくる非営利・協同の事業組織
もあります。従って、破綻は非常に困るけれど、
そこをバネにすることができると思います。
会計の部分も経営の部分も、非営利・協同の「協

同」部分の一部であると言えます。さまざまな活
動を行いながら、それらを会計的な側面で評価し、
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Q２８． 非営利・協同のガバナンスとは
A ガバナンス（governance）とは日本語で統治と訳されていますが、必ずしもよい訳とはいえません。営利

企業では資本の所有者である株主が主人（principal）でした。やがて「所有と経営の分離」ということがいわ

れるようになり、株主の代理人（agent）としての経営者が，株主の利益のために働くようになります。しか

し、経営者が株主の利益ではなく、自分の利益のために働くようになると、主人である株主による経営者の統治

が問題になります。

非営利・協同組織には、出資のあるもの（協同組合）と、ないもの（NPO）とがあります。協同組合では、

株式会社の株主と同様、出資者（組合員）が統治者となり、経営者はその代理人ということになります。

出資の存在しないNPOや学校法人そのほかの非営利法人では出資者による統治ということはありませんが、

そこで働いている労働者や資金の提供者、地域住民などの利害関係者（stakeholder）が統治の機能を果たす

ことになります。社会的存在としてのその運営が重視されるようになります。（角瀬）

Q２９． 非営利・協同の経営者とは
A 非営利・協同組織は非営利・協同という社会的目的や事業目的を果たすために集まった人々の組織体です。

そこでは協同労働（協働）が行なわれ、分業が必要になります。

営利企業では、この分業はトップ経営者、中間管理者、現場労働者という形でピラミッド型に編成されますが、

少し長い目での経営活動に役立てていくという循
環にある。市場の営利に比べると、彼らは毎日数
字に詰められているのに対して、どちらかという
と非営利は会計や経営に対する考え方の理解や知
識が少ない。それでも少しは進んできているかと
思います。
先生方のコミュニティや地域という議論も、も

ちろん分かりますが、自分たちが係わっていると
ころには、もう少し広い非営利・協同の事業組織
もあります。表面的にはいのちとくらしには関係
ないがそれらを支える、いのちやくらしを守る事
業を支えている周辺の事業のなかにも、非営利・
協同を目指している組織もあるのです。
ある意味では、自分たちの会計事務所も経営や

会計にかかわる小さな組織ですが、自分たちも非
営利・協同の事業組織のなかの１つと位置付けな
がら、やっています。しかし、なかなか良く分か
りません。事務所のなかでも議論していますが、
営利企業との対比なので、非営利性は分かります。
しかし、協同という意味を明快に人に説明するの
が難しい。面倒くさいと、とりあえず「これは民
主主義です」という言い方をしています。
そうすると、お二人が言われたシチズンシップ

や地域と重なるものなのかなと思っています。そ

ういう意味では、コミュニティや地域というよう
なことを、先ほどの社会的経済のような地域を基
盤とする社会ととらえれば、おおかたくくれるよ
うな気がしています。ただ協同という概念そのも
のはなかなか馴染みません。先ほど言った通り「こ
うだ」という理解していただく事柄が、言葉にし
ようとすると難しいと思います。自分が書いた部
分の所有や出資や働き方の部分は、「協同のあり
方」の意味とも言えます。ここはさまざまな法人
形態とともにあるので、法人の法律上の組織形態
のなかで考えなくていけないことなので、結構面
倒くさいです。協同組合という日本の協同組合法
のなかで、このことを考えようとすると簡単では
ないと思われます。それは欧米の多少二面的な協
同組合のような概念が実践的にもあれば、また多
少理解も違うのですが、どうしても「協同」とい
う意味を考えるのはなかなか難しい。この３０年近
くやってきましたが、まだまだ究められていない
のだと自分自身も思います。

石塚 ありがとうございました。それでは角瀬先
生に補足点等をお願いいたします。

�角瀬担当部分
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非営利・協同組織においても変わりがありません。

組織全体の視点から全般的な管理統制に当たるのがトップ経営者であり、部門ごとの部分的な管理に当たるの

が中間管理者で、広義の経営者（管理者）というのはここまでを指します。現場で執行労働に従事するのが労働

者（職員）となります。

非営利・協同組織の経営者の役割は、営利企業以上に難しいものがあります。非営利・協同の理念の実現と市

場での営利企業に劣らない効率性の発揮が求められるからです。大規模化にともない経営者の責任は重大になり

ます。一方、営利企業においても、営利追求だけでなく、企業の社会的責任が問われる時代になっています。

（角瀬）

Q３２． 非営利・協同組織の利益とは
A 非営利・協同組織は、その名称が物語るように、非営利・協同の理念を本質とする組織です。したがって、

損益には無関係と思われがちです。しかし、決算では利益、赤字ということが問題になります。組織の理念は非

営利ですが、前提となるのは市場での効率性と企業の原理です。そこでは存続の手段としての利益の獲得が必要

になります。

営利企業の株式会社は、もともと利益の追求、蓄積と株主への分配を目的とした組織です。それに対して非営

利・協同組織では、利益の追求、蓄積は目的ではなく、手段の役割を持つことになります。しかし、非営利・協

同組織でも事業活動から生まれる剰余を利益と呼んで、それが必要とされます。そうでないと、組織としては発

展性、永続性をもちえないことになります。組織体の目的実現のための剰余の獲得、蓄積と、構成員への利益の

分配とは区別する必要があります。（角瀬）

Q３９． 営利セクターとは
A 社会経済の全体を営利セクター、非営利セクター、公的セクターとに区別するのをセクター論といいます。

資本主義経済は、以上の３セクターから構成されているものですが、営利セクターが基本となっています。

営利セクターとは営利の追求を目的とし、市場の競争原理、採算性原理で動く私的企業から構成される部門を

指します。

非営利セクターとは、社会的目的の実現を目指し、社会的貢献によって評価される部門を意味します。したが

って、営利追求は組織体の目的とはなりませんが、採算性原理と市場原理を無視することはできません。

公的セクターは政府セクターともいわれ、国家財政によって支えられているものです。しかし、近年、ここで

も営利セクターの採算性原理が導入されてきています。

公的セクターと非営利セクターのあり方、ウェイトは、各国の歴史的発展、資本主義のあり方によって規定さ

れ、異なっています。公的セクターが経済の中心となったものは国家管理経済、統制経済といわれます。

一方、非営利セクターだけからなる資本主義経済というものは、これまで存在してきませんでした。非営利セ

クターは補完的なものにとどまります。資本主義経済であるかぎり、営利、非営利の別はあっても、市場原理を

排すことはできないからです。（角瀬）

角瀬 私がこれを書いたときには、できるだけ分
かりやすく書く必要があると考えておりました。
ところがすでに活字になっている若手と言って良
いのか分かりませんが、「第３回誌上コメント」
を見ると、かなり突っ込んだ議論がされていると
思いました。私はどちらに脚を置いたら良いのか
分かりづらかったのですが、そういうなかで、事
務局から書き足りなかった部分の補足と並んで、

東日本震災・原発問題を受けた非営利・協同の価
値などについて論じて欲しいという要請がありま
した。震災や原発問題については全然触れられて
いないわけですが、やはりそれではまずい。これ
から活字になるものとしては足りない点が出てく
るということで、私としてはこれまですでに書い
ている４項目よりもこちらの方に重点を置いて、
４項目の方は補足的にコメントすれば良いのでは
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ないかと考えて今日臨んできたわけであります。
しかし、これはまた難しいんですね。非営利・

協同の価値というものが東日本大震災・原発事故
を受けたことによってますます輝いてきているの
かと、タイトルをみるとそのように解するしかな
いのですが、はたして言ってみればそういう甘い
見方で済むのかということを考えざるを得ません
でした。そこで一応整理してみたところ、要請に
ちゃんと答えられるか分かりませんが、私なりに
受け止めたところで論じてみたいと思います。

「非営利・協同」の価値を正しく認識すること
は、平時においてばかりでなく、非常時において
も、なかなか難しいところがあります。なかでも
資本主義の市場形態が常態となっている平時にお
いては、「非営利・協同」の役割を正しく評価す
ることは、特別に難しい問題となります。
それに対して非常時には、火事場の馬鹿力とい

う言葉があるように、平時には考えられないよう
な力が「非営利・協同」の陣営では発揮され、そ
してそれらが不思議でなくなることがあります。
その実例が今回の大震災の場合にもみられました。
東日本大震災では東北地方の３県が震度９を上

回る激震に襲われ、直後の津波では住居、港、工
場という住民の生活の基盤が根こそぎ破壊されて
しまいました。人々はてんでばらばらに、命から
がら高台に逃れていきました。かろうじて一命を
取り留めた人々は、避難所や仮設住宅で水や食べ
物、毛布や肌着などをお互いに融通し合って、命
を守ることができたのでした。
平時には市場経済の、わが身第一というエゴが

顔を覗かせることがあっても、このような非常時
にはお互いに助け合っていかないと、共倒れにな
ってしまいます。金儲け主義ではなく、「非営利」
と助け合いの「協同」が至上価値を持つことにな
ります。原始時代から現代に至るまで共通してみ
られるものです。
これは自然災害ばかりでなく、人災においても

共通してみられたところです。戦前の関東大震災
や東京大空襲、広島、長崎への原爆投下、戦後の
阪神淡路大震災そして今回の東日本大震災と、い
ずれにおいても共通して認められたところです。
こうした災難に際して人々はお互い同志の助け合

いを、こと改めて「非営利・協同」として意識す
ることなく行ってきました。
阪神淡路大震災の折には「震災の後に協同があ

る」といわれました。それはコープこうべの店舗
が、被災を受けた人々に「もの隠し」ではなく、
食料や水の供給を実行してきたことを指していま
す。また医療では神戸の協同病院の奮闘が注目さ
れました。史上空前といわれる広範囲な今回の東
日本大震災でも、全日本民医連の病院や福祉施設
は率先して被災者の支援に取り組んできました。
「非営利・協同」の価値が輝いたときです。
民医連ばかりでなく、さまざまな非営利団体、

NPOの活動も目覚ましいものがありました。協
同組合は NPOのような迅速な活動は得意ではあ
りませんが、生協、農協、漁協など伝統的な協同
組合も被災からの復興が問題になると徐々に力を
発揮するようになりました。
ちばコープ元理事長である高橋晴雄氏からのメ

ールによると、宮城生協では職員が１６人、その家
族が２８人犠牲になったといわれます。特養などの
福祉施設ではヘルパーさんを含めて多くの犠牲者
を出しています。こうした中で復興のための努力
がはらわれているのです。私のようなもののとこ
ろにもボランティアの募集がきました。
「非営利・協同」だからといって、オールマイ

ティではありえないことも、よくわかります。被
災者への生活保障、所得保障、営業保障、金融保
障などには政府の社会保障の力が欠かせません。
「非営利・協同」であっても、個別の組織のなし
うる力には自ずから限界があります。
「非営利・協同」の組織に比べられるのが、営

利企業の力ですが、ここにも限界があります。営
利追求が目的の企業であっても、今日の企業は社
会貢献を掲げたり、CSR（企業の社会的責任）と
いうことを目指すことが求められています。今日
の企業にとってこれらは「非営利・協同」と同じ
価値をもつものといってよいでしょう。
最後に、国や自治体のような公共機関にとって

も、今回のような「地域社会の崩壊」が問題とな
るような場合には、「公共」のみが発揮できる政
治的な力が重要になります。こうして「非営利・
協同」は狭義の「非営利・協同」の組織のみに求
められる特別なものではなくなり、「公共」セク
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ター、市場経済（営利企業）セクターを含めて社
会全体でその実現が求められるものとなるのです。
原発事故と関係して東電など原発企業にみられ

たのは、「原発利益共同体」といわれる資本主義
企業のなかでも他に例を見ない、特殊な、寄生、
腐朽した企業のあり方でした。そこには「非営利・
協同」とは正反対の、暗くて深い闇のあることが
わかりました。人類の存続がかかっているといえ
ます。

そういうことで、社会を構成する３つのセクタ
ーについて「非営利・協同」という観点から見た
場合、それぞれの課題が問われているのではない
かということにふれてみました。そしてさらに個
別の問題として４点あったのですが、その中の１
つだけ取り上げてみました。Q３２の最後です。Q
３２に「非営利・協同組織の利益とは」という課題
が提起されています。これは坂根先生の方で答え
ているかもしれませんが、私の方としても、ここ
で述べたことは非常に簡単な整理に終わっており
ますので、これだけでは納得できない部分もある
かもわかりません。そこで少し突っ込んで検討し
てみたいと思います。

医療機関の性格規定についてみると、国によっ
て営利、非営利とに分かれています。介護などの
福祉組織に関しても同様です。収益から費用を差
し置いて残りがあれば、この収支差額をどう規定
し、呼ぶかは各国の制度によって異なりますが、
利益と呼ぼうと、費用と呼ぼうと蓄積にあてられ
ることは変わりありません。
問題は誰がその差額の発生と分配を決定するか

です。構成員全体の合意でそれが決められれば、
プラスの差額であれ、マイナスの差額であれ、そ
れを利益と呼ぼうと損失と呼ぼうと、本質的な問
題ではなくなります。他方、理事長なり誰か特定
の人間が決定している場合には、プラスの差額は
なんと呼ぼうと、利益、剰余ということになりま
す。マイナスの差額になれば、それは損失を意味
することになります。
こうして「非営利・協同」組織の目的がどこに

あるかということが、組織の性格、計算制度の実
体を判断するうえで重要になるのです。形式的な

プラス、マイナスではなく、その内実が問題とな
ります。ここから協同組合の営利性、非営利性が
国によって異なったり、NPOが純粋な非営利団
体か否かが決まってくるのです。

話が難しくなってしまったかも分かりませんが、
討論の素材ということでまとめてみた次第です。
質問等の問題について言うならば、冒頭の石塚

さんが挙げられたいくつかの問題があるのですが、
そのなかで労協が盛んに主張している「新しい公
共」という問題をどのように捉えて考えていくの
が良いのか。これはなかなか難しい点があるかと
思います。
人類の生存ということとの係わり合いでのエネ

ルギー資源についていうならば、原発事故後の東
電からの電気料金請求書を見て気がつくわけです
が、そこに「太陽光発電促進付加金」という項目
が計上されています。太陽光を使っていないのに
何がしかの負担を各自させられている。どうして
こういうことになったのかというと、将来的な問
題ではなく、現在進行中となっております。平成
２１年度「エネルギー供給事業者による非化石エネ
ルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な
利用の促進に関する法律」という大変長い名前の
法律があるそうです。そして「お客様が使えなか
ったものも国が決めた単価で電力会社が買収し、
一年間の実績を太陽光発電促進付加金として負担
していただく」とこういうことが決められてしま
っている。数年前からです。みんなこのことを分
かっているのか思わざるを得ないわけです。原発
企業は今回の事故の発生を先取りしているものと
いえます。
今回の一連の議論を通じて私なりに思ったのは、

「非営利・協同」も重要ですが、同時に国の財政、
法律が知らないところでどんどん作られ、実際に
実施されてきているという現状があることです。
これは非常に重大で、今後専門家だけが関心をも
ってやっていれば良いという問題ではないのでは
ないかと思い、１つの例として挙げさせていただ
いきました。
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Q３． 結社の自由とは
A 憲法第２１条第１項は「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と記され

ています。第２項に「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と記されてい

ます。このために一般には第２１条は主として政治的自由と解釈されることが多いのですが、大事なのは政治的結

社の自由だけではなくて、経済的結社、社会的市民的結社の自由が保障されなければならないことです。

１９９８年に制定された特定非営利活動法（NPO法）が日本で初めての市民的結社の自由を保障したものといえ

ます。いま公益法人法や会社法、民法などの改正がすすみ、市民自身による自主的な経済的社会的活動を上から

押さえつけようあるいはさせまいという圧力が強まっています。人々が自主的に活動するという結社の自由を奪

う法律改悪がすすんでいます。ヨーロッパでは１９００年前後に各国でアソシエーション法（結社法）が作られてい

ます。日本では結社の自由が狭く理解されており、それは市民社会の自由を保障するものであることを国民自身

が強く自覚する必要があります。（石塚）

Q１２． 共済組合、自主共済とは
A 共済組合（共済組織）とは保険会社と同じことをやっていると思われています。医療・損害・生命などで困

ったときの給付金を出しているからです。共済と保険は似ているけれど、本質的に違います。保険会社の原則は

不特定数の個人のリスクに対応したものであり、相互会社もありますが、ほとんどが営利の株式会社です。共済

組織とは非営利であり資本出資ではなく会費（共済掛金）を払い、特定の会員同士の相互扶助・社会的連帯原則

に基づき、困難にたいして給付金を支払います。また困難を予防するための様々な活動（たとえば医療、社会サ

ービスなど）を会員むけに行います。日本の場合、保険会社とちがうのは母体団体があり、本業の推進のために

メンバーのために共済事業を行う場合が多いことです。

２００８年に保険業法が改悪されて、すべての共済団体は営利保険会社になるか解散せよと言われています。労働

者や市民の自主的な共済活動が潰されようとしています。また既存の協同組合保険や共済保障団体も保険法の見

直しで解体される方向が強まっています。（石塚）

Q１３． アソシエーションとは
A 歴史的には、結社、協会、団体、連合、非営利・協同組織、労働組合などいろいろなものを指すときに使わ

れます。いずれも自発的（ボランタリイ）な集まりを基本としています。「結社の自由」は現在では国民・市民

の権利として認められています。しかし、フランス革命のときには、アソシエーションは禁止されました（ル・

シャプリエ法）。団体が排他的な特権を振り回したとことに反発があり、個人の自由がすべての基本とされたか

らです（「人および市民の権利」）。これにより、それまでの同業組合といった中間団体が個人の自由を侵すもの

として禁止されました（市場の至上性）。しかし、その後アソシエーションの自由は人々の権利を守るものとし

て徐々に復活してきました。１９００年以降にアソシエーション法がヨーロッパでは作られるようになりました。日

本ではそうした実体的な法律は存在していませんでした。我が国の１９９８年のNPO法は初めての一形態といえま

すが、ヨーロッパ的なアソシエーションと同じ考え方のものではありません。カール・マルクスがあるべき未来

社会をアソシエーション社会と述べたのは、抽象的な意味ではなくて具体的な組織形態を示唆するものでしたが、

その中身について多くの議論があります。（石塚）

Q１６． ワーカーズコープとは
A 日本では、ワーカーズコープまたは労働者協同組合、ワーカーズコレクティブなどと呼ばれています。労働

者協同組合連合会やワーカーズコレクティブ連合会などが存在します。ヨーロッパにおいてはその歴史は古く

�石塚担当部分
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１８４０年代前後から始まっています。他の種類の協同組合と違う点は、労働を協同しあうという点が付け加わるこ

とです。したがって、協同組合において利用する、出資するに加えて労働するが追加されるのです。そこで働く

組合員は、賃金労働者ではなくて協同労働者で、自らが経営に参加する主人公といえます。しかし、現在日本に

は、労働者協同組合法はないので、法制化運動が進められています。

ヨーロッパではワーカーズコープは生産協同組合とも呼ばれており、各国において様々な産業分野でワーカー

ズコープが作られています。よく知られたものにはスペインのモンドラゴン協同組合グループがあります。同グ

ループにはヨーロッパでも有数な電機メーカーグループとしてファゴールやスペイン最大のスーパーチェーンで

あるエロスキなどがあります。また、医師や医療従事者によるワーカーズコープ型の診療所や病院が、スウェー

デン、イギリス、スペインなどに存在します。

日本の民医連も医療従事者中心の運営という点では類似しています。（石塚）

Q１７． NPOとは
A 日本では１９９８年に「特定非営利活動促進法」、通称NPO法ができました。民間や市民の自主的な活動をす

る組織で、「新しい公共」や「コミュニティ活動」の担い手としても期待されています。２０１０年４月現在で約４

万のNPOがあります。約６割は保健医療福祉の分野に関わっています。

非営利組織は、「営利を目的としない組織」と呼ばれていますが、正確には「剰余を生み出すが利潤を個人に

分配しない組織」といえます。この「非分配原則」はNPOの主要な原則とされています。英語では「Non-Profit

Organization」と「Not For Profit Organization」に区分されます。前者は経済活動をしないものです。後

者は経済活動をするもので、事業型NPOと呼ばれ、日本でも近年増加しています。NPOは「営利を第一目的

とせず、利己的目的でない組織」とされますが、最近では、よい仕事をする働く場としても評価されつつありま

す。NPOが多様な社会的使命や社会的目的をもって活動する点では、社会的企業と共通点があります。

NPOはもともとアメリカ資本主義の中で生まれた考えで、営利活動の対極にありかつ共存する市民的事業組

織として、税法上、その公益性および非営利性による優遇措置を受けています。アメリカにはまた「非営利企業

法」も存在します。アメリカにNPOは約１００万存在します。ヨーロッパではもともとはNPOという概念はな

く、慈善組織、ボランタリイ組織、アソシエーションという呼び方でしたが、近年アメリカの影響でNPOとい

う用語も使われています。（石塚）

Q２０． 連帯経済とは
A １９８０年代にラテンアメリカの協同組合などの草の根経済運動の理論として「連帯経済」という言葉が使われ

始めました。したがって発展途上国のコミュニティ経済運動という一面を持っています。その後、ヨーロッパな

どの先進国でも連帯経済の考えは取り入れられてきています。資本主義経済の市場主義に対して、社会的連帯を

重視し、貧困や失業、南北格差、医療や福祉の分野で、市民社会の活力により、協同組合やNPOなどが社会的

事業を推進するものです。経済学者の西川潤さんは「『連帯』というのは資本主義が営利や蓄積をその動因とす

るのに対し、非営利的・協同的な社会的組織原理に基づくことを指している」と述べています。連帯経済はアフ

リカの小規模農場運動、ヨーロッパのフェアトレード運動、各地の地域通貨運動、バングラデシュのマイクロク

レジットなどがよく知られています。連帯経済の担い手は社会的経済の担い手と多くは重なりますが、非貨幣的

な経済セクターを重視しているのも、もうひとつの特徴です。（石塚）

Q２２． まちづくりと非営利・協同
A 地域開発（コミュニティ・デベロップメント）の有力な手段として、EUでは非営利・協同セクターを重視

した政策を１９８０年代に打ち出しました。地域社会にはいのちとくらしに関わる問題が、社会サービス、雇用、経

済発展の課題として現れます。これらの課題を推進するために、地域住民と行政そして非営利・協同的な事業組

織との連結が不可欠です。歴史的取り組みとしては、日本では「第三セクター」方式といって、行政と営利民間
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が組んで事業を行う方式や、行政が公社を直接経営する方式などが活用されました。これに対して非営利・協同

セクター方式は、地域住民が主人公として自ら経営運営に参加する点が重視されるものです。こうした公益（共

益）性を持つ事業を行政が積極的に支援することがまちづくりにとってきわめて重要です。

先進国でも発展途上国でも地域住民のニーズを自ら実現する手段として非営利・協同事業組織が重視されてい

るのです。

また社会的起業（エンタープレナーシップ）が政策化され（例えば、フランス、バングラディシュ、）、失業者

や若者によるマイクロ・カンパニー設立支援がすすめられています。（石塚）

Q４０． 市場（準市場、非市場）とは
A たとえば、われわれが社会保障の市場化に反対するのは、なぜでしょうか。市場は商品を交換し、営利（利

益）を目的にしている場なので、人権に基づく社会サービスにはなじまないと考えているからです。これに対し

て、社会保障の中身が商品化していない度合いによって福祉国家度を測る理論もあります（エスピン＝アンデル

セン）。これは非市場経済という領域で、互酬や再配分を原理とします。国家による公共経済（公益）や、地域

の人々による相互扶助（非商品経済）などがあります。しかし、公共サービスを民間が提供する方式が福祉国家

においても進んでいます。

準市場は、市場（私的セクター）と非市場（公的セクターおよび非商品セクター）の失敗あるいは限界を補完

するような、社会的共益を原理とする経済セクター（非営利・協同セクター）です。社会サービスが準市場で実

施される傾向は各国で広がりつつあります。しかし、市場においても社会的責任企業や社会的企業の役割が注目

されつつあります。（石塚）

Q４３． 新自由主義と非営利・協同セクター
A 新自由主義とは、市場唯一主義と国家による大企業支援、社会保障の破壊という三点セットだといえます。

民営化とは国家が関わる経済セクターを営利市場化することでした。競争的市場こそが、自由、道徳、繁栄を生

み出し、もっとも民主主義的だと考えています（ハイエク・フリードマンの主張）。とろこが国家政策的には、

規制緩和（民営化）、課税緩和（大企業、富裕層優先）、公共費用の削減（福祉・教育費）を軸とするので、実際

上は、新自由主義は公権力からの分離独立というよりも、公権力の市場奉仕と責任放棄との共存関係にあると言

えます。新自由主義への対抗軸は何でしょうか。それ以前の「福祉国家」に戻ることでしょうか。それは不可能

です。これまでの国家と市場の二元論に立ち戻るのではなくて、コミュニティや社会的価値を重視する非営利・

協同セクターを重視し育てることが先進国では注目されています。それは社会的経済セクター、連帯経済セクタ

ーなどとも呼ばれています。新自由主義とたたかうのは社会セクターしかありません。社会セクターが強くなっ

てこそ、国家や市場が人々のために奉仕するよう規制できるのです。（石塚）

石塚 最後に私のところも残っていますので簡単
に話をさせていただきます。
「結社の自由とは」、「アソシエーションとは」、

「まちづくりと非営利・協同」という３つのテー
マが、今回の震災と福島原発のところに関係する
といえますが、今後このキーワードの何が大事な
のか。憲法の第２１条に結社の自由というものがあ
りますが、やはり国民的理解は政治的権利や出版
する権利だと思っていますが、今後の復興のこと
を考えても国民的権利としての経済アソシエーシ
ョンを作る権利が、まちづくりと非営利・協同、

英語で言うと community developmentということ
で、自分たちが作っていくんだというエンパワー
メントという議論になっていくと思います。
最近勉強したのですが、アメリカには国家安全

局のようなものがあり、その下に災害援助エージ
ェンシーのような部局がありまして、洪水等で流
された家に対して基金で州政府が７５％、コミュニ
ティが２５％のお金を出して、個人の家や公共施設
の修繕にお金を出す。本人の負担はほとんどない。
最終的にはタウンミーティングでみんなで承認し
て「あなたのところは OKですよ」という、そう
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いうシステムがある。コミュニティ中心に自分た
ちで作っていく、個人の資産を復帰するのではな
くコミュニティ再建のために個人を応援していく
んだというアメリカの考えではないでしょうか。
これは大変参考になる。基本はアソシエーション
の自由、産業復興についてもケースアソシエーシ
ョンと考えて、復興のときに活用するのが大事だ
なと思いました。憲法の力と言いますか、ここが
大事だなというのが１つです。
もう１つ「共済組合・自主共済とは」というテ

ーマありますが、今回の震災に関して、保険共済
で１０００億円程度のお金が支払われていると思いま
す。復興のための共済保険機能が、重要な役割を
果たしている。当研究所も自主共済を守っていく
ということで学習会をずっとやってきていますが、
非常に重要なテーマで今後とも注目していきたい
なと考えています。
それから「ワーカーズコープとは」というのが

あり、これは法律が出来かかって出来上がってい
ない状況にあります。「NPOとは」というのも書
いているのですが、現在の日本の NPOというの
は当初考えていなかった事業型 NPOが半分以上
になっているわけで、これは当初の考え方からす
ると論理矛盾になるわけですね。NPOがなぜ経
営主体として金儲けをするのだという話があるの
です。しかし、NPOやボランティア等は今回も
いろいろな支援で活躍していますが、こういった
ものと非営利・協同の違いはなかなか理解されて
いないように思います。NPOは利他主義という
か人の為にやるということが重要だと思います。
協同は共にやるということで、経済というか所有
にかかわってきます。宮城県では経済特区をつく
り、漁協に対して最初は国や県がお金を出し、そ
のうち株式会社にしなさいよという話になってき
ています。これに対して協同組織を作ることの意
義を主張することが、今後重要になってくるのか
なという気がいたします。
「Q４３新自由主義と非営利・協同セクター」「Q

４０市場（準市場、非市場）とは」に関連しますが、
いま政府の復興構想会議の提言のなかでは「新し
い公共」という言い方が使われています。私は挑
発的な言い方なのですが、これに一石を投じよう
と思いまして、協同組合は「新しい公共」という議

論に与しない方が良いと、あえて申しております。
それはなぜかというと、非営利・協同セクター

に対しては、一方では政府の安上がりな委託先に
なるのでけしからんという話があり、もう一方で
は非営利・協同セクターは営利セクターなのでは
ないかという批判を受けています。まるでコウモ
リみたいなイメージを持たれがちです。理論的に
は政府の失敗、市場の失敗ということで説明され
ているわけですが、やはり非営利・協同セクター
は１つの独立した３つ目のセクターとして打ち出
していくことが必要なのではないか。今回の震災
復興の手段として、３つのセクターのベストミッ
クス、最適のなかで、パートナーシップをもつの
が必要なのではないでしょうか。パートナーシッ
プは対等・平等でやるというポジションだという
ことを、非営利・協同セクターについて確認しな
いと、復興構想会議的には NPOや協同セクター
は「新しい公共」のなかの批判でいう「安上がり
のものとして使おう」となるし、一方で新自由主
義的な構想では PPP（パブリック・プライベート・
パートナーシップ）や PFIで、民間の営利的なお
金を使って再建しようという動きが主流になるだ
ろうと思いますね。
ただし、私はヨーロッパやアメリカをみている

と、地域再開発についてはコミュニティの力、さ
きほどの CBOが力を発揮していますが、日本で
は震災復興に際して社会的経済、非営利・協同セ
クター、社会的企業という言葉があまり出てこな
いのです。NPOやボランティアは出てくるので
すが。ここは欧米の議論と日本の議論との差、現
状の違いだろうと思います。日本の状況を変えて
いくには、ヨーロッパ等の取り組みが非常に参考
になるだろうと思います。

ということで一巡いたしましたので、あとは問
題点など気がついたところをフリートークという
ことで議論を進めさせていただきたいと思います。

富沢 大きな論点として、非営利・協同との関連
で「新しい公共」をどう評価するかという問題が
あります。これは非常にデリケートな問題です。
まず「新しい公共」とは何かということですが、

いろいろな解釈があります。ここでは問題とされ
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ている政府の解釈をとりあげましょう。
鳩山前首相が設置した「『新しい公共』円卓会

議」は、２０１０年６月に「『新しい公共』宣言」を
発表しました。そこにはつぎのように書かれてい
ます。
「人々の支え合いと活気のある社会。それをつ

くることに向けたさまざまな当事者の自発的な協
働の場が『新しい公共』である。これは、必ずし
も、鳩山政権や『新しい公共』円卓会議ではじめ
て提示された考え方ではない。これは、古くから
の日本の地域や民間の中にあったが、今や失われ
つつある『公共』を現代にふさわしい形で再編集
し、人や地域の絆を作り直すことにほかならな
い。」「私たち国民、企業や NPOなどの事業体、
そして政府が協働することによって、日本社会に
失われつつある新鮮な息吹を取り戻すこと、それ
が私たちの目指す『新しい公共』に他ならない。」
図４を見てほしいのですが、私自身は、民間非

営利組織と国家が、非営利性あるいは公共性とい
う共通項に媒介されて連携することにより、「新し
い公共性の領域」が形成されると理解しています。
お手元に「協同組合憲章草案（第１次案）の提

案について」という資料があります。これは国連
が２００９年１２月の総会で２０１２年を「国際協同組合
年」とすることを決議したことを受けて日本でつ
くられた資料です。国連決議の社会的背景には
２００８年のリーマンショック以降の世界的な金融危
機に対する反省がありました。マネー資本主義を
基軸とするような経済運営を続けていけば、発展
途上国の貧困問題の解決はますます困難になり、
地域経済の衰退をくいとめることもできないとい
う反省が強くありました。そこで、国連総会は、
協同組合を発展途上国の活性化や地域経済の活性
化にもっと活用すべきだという認識のもとに、
２０１２年を国際協同組合年と定める決議をしたので
す。この決議のなかで国連は、各国政府と関係団
体に対して、国際協同組合年を契機に協同組合運
動の発展を図ることを、とりわけ政府に関しては
協同組合運動の発展をはかるための法制度の改善
を求めています。
この国際協同組合年を、我々としても大いに活

用して、非営利・協同組織に対する社会と政府の
認知度を高める必要があります。特に日本では東
日本大震災後の社会をどのようにつくりあげてい

図４ コミュニティと組織の総合図
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くかという問題があります。日本の新社会建設の
ためには、非営利・協同組織に対する社会と政府
の認知度を高めて、非営利・協同組織発展のため
の法制度を整備しなくてはなりません。日本でこ
の国際協同組合年にどう対応しているかというと、
政府は外務省が担当していますが、実践面の進展
はあまり見られません。民間では、ほぼすべての
協同組合の代表が集まり、内橋克人さんを委員長、
宇沢弘文さんを顧問にして、２０１０年９月に「２０１２
年国際協同組合年全国実行委員会」を立ち上げま
した。私も、日本協同組合学会の元会長という資
格で、委員になりました。９月の第１回会合で、
日本で何をすべきかという議論を始めたのですが、
誰も意見を言わないのです。そこで私は、何か言
えば他の人も続くかと思い、「協同組合憲章」を
つくったらどうかという提案をしました。
協同組合憲章は、協同組合に共通するアイデン

ティティを明確にしたうえで、協同組合の社会的
役割は何か、いま何をすべきかといった問題を明
示するものです。まず民間関係者が協同組合憲章
をつくり、それを政府に提示し、政府自身が協同
組合憲章をつくるきっかけにしよう、と提案した
のです。
２０１１年１月に、正式に「協同組合憲章検討委員
会」が結成されました。私は委員長に任命されま
した。お手元にある協同組合憲章案（第１次案）
は、７月１４日に開催された２０１２年国際協同組合年
全国実行委員会に提案されたものです（４４ページ）。
この憲章案には、今日の座談会で出てきた論点

がいろいろと入ってきます。「新しい公共」という
文言は、憲章案の「２．基本理念」の最終段落に出
てきます。そこでは次のように書かれています。
「阪神淡路大震災以降、NPOなどの市民組織

が取り組む公共的な活動の重要性が注目されるよ
うになってきた。これは、政府が担う『公』と区
別され、『新しい公共』と呼ばれているが、市民
の自発的な協同の組織として公益的活動に取り組
む協同組合は、新しい公共の担い手として位置づ
けられる。協同組合が新しい公共の担い手として
いっそう成長していくためには、協同組合同士の
協同を強め、地域住民や NPOなどのさまざまな
組織と連携し、さらに行政との協働を促進して、
地域社会のために活動することが必要とされる。」

また、憲章案の「５．むすび」では、つぎのよう
に書かれています。
「国際協同組合年を契機として、協同組合は、

政府や自治体との協働を促進し、新しい公共がめ
ざす『人びとの支え合いと活気のある社会』の実
現を図る決意を表明する。また、政府は、コミュ
ニティを活性化するうえでの協同組合の役割を認
識し、協同組合セクターの発展を支援する。」

見られるように、ここには「『新しい公共』宣
言」中にあった「人びとの支え合いと活気のある
社会」という語句を、敢えて引用しています。
これを内橋克人さんが読んだかどうかは分かり

ませんが、７月１４日開催の第２回「２０１２国際協同
組合年全国実行委員会」の冒頭挨拶で、内橋さん
は、東日本大震災以降「人々の協同」や「新しい
公共」ということがよく言われているけれども、
一番大切なのは国家の責任であって、「協同」や
「新しい公共」ということで国家の責任が軽減さ
れるようなことがあってはならないのだと、非常
に鋭く指摘されました。内橋さんの挨拶の後、憲
章第１次案の説明を私がしました。その説明の中
で「新しい公共」という用語にも触れ、政府に協
同組合憲章をつくらせるためには、同じ土俵にあ
がる必要があり、そのために「新しい公共」を共
通のキーワードとしていると説明しました。
農協や生協など個別の協同組合についての政府

の認識は、それなりにあるのですが、協同組合一
般についての認識は非常に低く、協同組合一般を
担当する省庁もありません。そこで全国実行委員
会が政府とのコンタクトを取り始めたのはどの部
署かというと、結局、内閣府なのです。内閣府か
らは「新しい公共」の担当者が出ています。だか
ら政府と協同組合運動との接点として「新しい公
共」というコンセプトが非常に重要になります。
この接点を私は大切にしたいのです。

石塚 私は異論が若干あります。だいたいこの議
論は、国家の責任と、その補完物としての非営利・
協同セクターという組み立て方で、この組み立て
方自体がおかしいと思うのです。国家の責任が大
事ということと、非営利・協同セクターとは、そ
もそも関係ありません。非営利・協同セクターが
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国家の責任を担おうというわけではないのですか
ら。また「新しい公共」という用語も日本独自で、
外国語でも同じコンセプトで使っているとはいえ
ないのではないかと思います。たとえば EU政府
―敢えて政府と言います―が使うのは、ソーシャ
ル・エコノミーやソリダリティ・エコノミーなの
です。「ニュー・パブリック」には「ニュー・パ
ブリック・マネージメント」という古い議論があ
り、ニュー・パブリック・ラーニングなど、セオ
リーもあります。それはしかし全く別物で、日本
独自のバイアスがかかっていると思います。
いまの「新しい公共」は、国家の責任が大事だ

と強調するあまり、それ以外のセクターが責任を
取ることをがんじえない、ここに問題があると思
います。なぜかといえば、福祉国家スウェーデン
を含めたヨーロッパの社会サービスはどう展開し
ているかをみると、非営利セクターを重視する形
に変わってきているのです。ですから日本の議論
はそもそもが日本的で、英語などに翻訳すること
ができないのではないかと心配しています。非営
利・協同セクターがうまく理解してもらえない、
うまく説明できないのは我々の力不足かもしれま
せんが、敢えて「新しい公共」から離れて「新し
い協同」と言ったほうが、こうしたぐちゃぐちゃ
とした議論と離れることができるのではないかと
いうのが、私の意見です。

中川 私は少し違う意見ですね。先般、『シチズ
ンシップ』の翻訳本を出しましたが、その本に書
かれているヨーロッパにおけるシチズンシップを
歴史的に観ますと、シチズンシップはかつては「公
共のエリア」に適用されるという考え方でした。
つまり、シチズンシップは社会すなわち公的なエ
リアで活動するとみなされた男性のみがそのステ
ータスにあり、したがってまた、男性のみに適用
され、家族や地域コミュニティといった「私的な
エリア」で活動する女性はすべてシチズンシップ
のステータスにあらずとされたのですから、その
適用から排除されてきました。そのことは選挙権
の歴史を見れば分かります。しかし、今では男女
は共にシチズンシップのステータスにあり、した
がって、その適用は「私的なエリア」でも貫かれ
なければならないことが当たり前になってきてい

ます。
要するに、これまでシチズンシップは公的なエ

リアにのみ適用されてきたことから、男性のみが
市民とみなされ、私的なエリアで生活・労働する
女性はただ男性に従属する性でしかない、という
ことでした。だが、それも現代では「女性の社会
的排除」はもう止めましょう、というようにシチ
ズンシップも変化し、そのことからさらに発展し、
さまざまな領域においてシチズンシップが保証さ
れなければならない、ということになってきたの
です。シチズンシップはすべての人びとを「自治
権を有する個人、統治能力のある自律的な個人と
して認めようとしない」いかなる力（force）、い
かなる支配とも相容れない、ということになって
きたし、今や自然環境保護はすべての人びとの権
利であり責任であるとされ、シチズンシップの最
も重要な対象とさえなっています。この地球で生
きている人間やその他の種も含めた「環境」を構
造的に捉えなければならないということで、「自
然環境教育」を含め、人びとが環境を構造的に捉
え、考えていくことによって、人間は公的なエリ
アでも、また私的なエリアでもともに「平等な処
遇」を与えられなければならない、ということに
なったわけです。
ところで私は先日、アメリカのオバマ大統領が

「米軍は同性愛者を全面的に受け入れる」という
声明を発表したという新聞記事を目にしました。
これも、すでに EU、とりわけイギリスでは１９９０
年代の終わりに撤廃されていたものです。例えば
「ヨーロッパ人権法廷」は、同性愛という私的エ
リアにおける基本的人権を権力は冒してはならな
い、との判決を下すことによって「同性愛者であ
ることと雇用の適格性とを関係させてはならな
い」ことを明らかにしたのです。このことは、シ
チズンシップには私的エリアと公的エリアとの壁
は存在しないことをまた明らかにしている事例で
ある、と私は考えています。それにしても、軍隊
に入ることは雇用なんですね。
そこで「新しい公共」をどう考えるかというこ

とですが、確かに石塚さんのような意見があるの
もわかります。が、私はこれと似ているケースが
あるのを思い出します。マーガレット・サッチャ
ーの思考様式です。サッチャーは首相当時から、
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新自由主義政策に基づいた「福祉国家破産」論を
主張して、教育を含めた福祉予算を削減してきま
した。したがって彼女は、高齢者や障害者のケア
の予算を削減するために、「ソーシャル・ケア」
と言わずに「コミュニティ・ケア」と言い、これ
を「コミュニティ・ケア法」として法律化させた
ことは有名です。彼女は「ソーシャル」（social）
という言葉を嫌いました。その証拠に、１９８５年に
彼女が「スコットランド国教会長老派」の総会で
次のような演説をして、市民を大いに驚かせかつ
怒らせたことは、今でもイギリスでは語り草にな
っているほどです。「イギリスには社会というよ
うなものは存在しません。存在するのは個々の男
女と家族なのです。」（There is no such thing as
society in Britain．There are individual men and
women，and there are families．）「社会」（soci-
ety）は、一般的には、人びとの社会的諸関係を
言い表す抽象概念であるのだから、確かに、サッ
チャーが言うように、この世の中に居るのは実際
には「個々の男女と家族」であるけれども、しか
し、現実に人びとによって、すなわち、それらの
個々の男女や家族によって作り出されるさまざま
な関係に基づいて社会は構成されるのであって、
したがって、日本社会やヨーロッパ社会が、それ
に国際社会すら現に存在しているのです。こうし
て、サッチャーが「ソーシャル・ケア」を嫌い、
その代わりに「コミュニティ・ケア」を用いたの
は、コミュニティはあくまでも私的エリアであり、
公的エリアではない、と考えたからに外ならない、
と私は思っています。要するに、サッチャーは、
個々人は自らの経済的、社会的な活動の諸結果だ
けでなく、自らが選んだ政党政治活動の諸結果を
も「自己責任」として受け入れなさい、と言って
いるのであって、それ故、ケアの領域も同様で、
「ソーシャル・ケア」ではなく「コミュニティ・
ケア」も個人の責任で、言い換えれば、女性や妻
が高齢者・障害者のケアを中心的に担うべきだと
したのです。「家族とコミュニティ」は私的エリ
アなのだから、家族や個人が責任を以てケアしな
さい、と彼女は主張し、その主張に沿って、「コ
ミュニティ・ケア法」が成立（１９９０年）したので
す（１９９３年に施行）。
このコミュニティ・ケア法を上手く活用したの

が、その当時野党であった労働党や左派の人たち
でした。「コミュニティ・ケア」は「コミュニテ
ィにおいて、コミュニティによってケアする」と
いうことであるのだから、これは単なる個人によ
るケアではなく、むしろ社会的なケアになるのだ
から、実際に「ソーシャル・ケア」に実質化すれ
ばよい、というように彼・彼女たちは実践してい
きます。今ではケア協同組合が大いに広がり、そ
の数も増し、非営利・協同のケア事業体がコミュ
ニティ・ケアの大きな力を持つようになっていま
す。「ソーシャル」という言葉を嫌ったサッチャ
ーの「コミュニティ・ケア」という言葉をうまく
利用したわけです。初めは左派の人たちは「コミ
ュニティ・ケア」という言葉そのものの中身に反
対したのですが、主に女性たちが戦術的にうまく
活用して、コミュニティ・ケアの中身を私的エリ
アから公的エリアに近づけていった、ということ
です。現在では、したがって、「コミュニティ・
ケア」はケア協同組合や他の非営利のケア事業体
にとって快く響く言葉になっています。そのよう
な政治的、社会的、経済的な実態があり、その実
態を探ってみると、日本の「新しい公共」も使い
ようによっては、「サッチャーのコミュニティ・
ケア」と同様に、協同組合や非営利事業体が私的
エリアと公的アリアに橋を架けることによって
「新しい公共」に「自治・権利・責任・参加」に
基礎を置くシチズンシップを組み入れていくこと
の可能性が大いにあり得るだろう、と私はそう思
っているわけです。ただ、実際にそうなるのには、
協同組合法のあり方も含めいくつかの条件が整備
されなければならないでしょう。

石塚 非営利議論について言えば、日本でもヨー
ロッパでも、政府は常に非営利セクターを利用し
ようとしているといえます。ニュー・パブリック
議論だと、昔は国家や政府は中立、公務員はうそ
をつかないとか不正をしないと福田首相が言って
いましたが、それはなくなり、今は彼らも利害当
事者、バイアスのかかった存在となっています。
政府は常に他を利用したがっている、他方も利用
したがっているかもしれません。ですからこの議
論は「新しい公共」ということによって常に議論
が蒸し返されて、国家責任と非営利セクターとか、
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甚だしいのは非営利セクターは国家を否定してい
るのではないかと言われたりします。むしろ、ヨ
ーロッパの役所をみると、フランスなどは社会連
帯省があります。スペインにもそうです。市民だ
ったら市民省やアソシエーションをやっているス
ポーツ市民省などがあります。別にこれはニュー・
パブリック省というのではなく、立っている基盤
によるもので、政府はあくまで補完的な役割です。
市民にはアソシエーションの権利があるわけです
から、政府が主体となって旗揚げするわけではあ
りません。「新しい公共」と言っている限り、日
本独特の議論が蒸し返されて、いつまでも決着が
つかないと心配をしています。

中川 社会と同じように、国家も抽象概念であっ
て、具体的なのは政府です。だから国家の責任と
いうよりは、今回もそうですが、「政府の責任」
と言うべきでしょう。それはそうとして、実は「新
しい公共」は「国家の責任」ということに対して
市民社会が自治と参加に基づいて「権利と責任」
をきちんと担うのだと言っているのと同じなんで
すね。対立的な考え方をすれば国家の責任を市民
社会が解決する、つまり非営利・協同組織、すな
わち、社会的企業や協同組合が政府と即対立する
という考え方は取らないと思います。もちろん、
利害があるから対立する場面もあると思いますが、
問題は、すぐ前で述べましたように、「新しい公
共」をどう理解し、実質化し、実行するか、とい
うことではないでしょうか。

石塚 そう、非営利・協同セクターがカバーして
いるのは「新しい公共」だけではないのですから、
「新しい公共」だけをやっているように思われると
まずいので、それはやめたほうがいいと思います。

富沢 私は、状況に応じて、その状況に相応しい
意見を述べています。いま私は、さいたま市の市
民自治基本条例づくりの委員を務めています。メ
ンバーの中には、市民自治基本条例の中に「新し
い公共」というコンセプトを入れろという論者も
いるのですが、私はこのコンセプトは鳩山首相が
強調したもので、いまだに政治的色彩が非常に強
い。だから地方自治体の憲法として位置づけられ

る市民自治基本条例には、まだ一般化していない
用語を入れるのは避けるほうがよいと主張しまし
た。
ですから、中川さんや石塚さんが言っておられ

るのは同じだと思いますが、「新しい公共」の中
身が問題なのです。
かつて、私は社会政策学会で、「人づくりとし

ての社会政策」というテーマのもとで、「人づく
り」というコンセプトが社会政策にとって非常に
重要だと発表したことがあります。しかし「人づ
くり」は財界や政府の用語であり、そのような言
葉を用いるのはけしからん、「そもそも人をつく
るなどと言うのは不遜である」などと、かなりの
批判を受けました。しかし、マルクスが「人間の
生産」（Produktion der Menschen）という用語で
自説を展開していますねと言ったら、批判者たち
は黙ってしまったのです。マルクスの用語はよく
て、財界や政府の用語はよくないという用語批判
は、よくないですね。同じように「新しい公共」
も、用語表現が問題ではなく、使い手がどのよう
な意味で用いているかという、用語の中身が問題
です。

石塚 政府がそういう用語を使う限り、その用語
は生きていると思います。しかし自分たちが自分
をどう認識するか、例えば―なんでもいいのです
が―半分だけ使って「我々は社会的公共だ」など
としてしまう。同じ用語をそのまま借りて使って
しまうと、内容もなぞってしまうのではないでし
ょうか。少なくとも「新しい公共」はテーブルに
ついてもいいけれど、すべて同じではないと。

中川 それはサッチャーの場合と同じなのです。
サッチャーは「ソーシャル・ケア」を嫌って「コ
ミュニティ・ケア」にしたけれど、社会的企業や
非営利事業体に参加した人たちが、「コミュニテ
ィ」と「ソーシャル」に架橋することで、文字通
りの「新しい公共」の実質化を図っていったので
す。協同組合も社会的企業もそれを利用し活用し
たわけです。

石塚 ただし、いま復興会議などが言う「新しい
公共」はほとんど NPOです。社会的企業などで
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はない。そこが問題だと思います。

富沢 また情報となりますが、菅首相のもとで昨
年１０月にスタートした「『新しい公共』推進会議」
には、生活クラブ生協連合会会長の加藤好一さん
が委員として入っています。加藤さんの奮闘もあ
り、今年の６月に発表された委員会報告（「『新し
い公共』による被災者支援活動等に関する制度等
のあり方について」）には、つぎのような文言が
入っています。
「さらに多様な主体による参加の仕組みを拡げ

るためには、様々な関係者や関係団体が、地域コ
ミュニティの１つの事業体として『複合協同組
合』を形成できるようにすることが望ましい。カ
ナダの『連帯協同組合』や『コミュニティ・サー
ビス協同組合』、イタリアの『社会的協同組合』
を参考にして、『日本型社会的協同組合』の制度
を検討する。」
そして実際に内閣府の手でイタリアの社会的協

同組合やイギリスのコミュニティ利益会社などの
海外調査も行われています。ですから、我々も、
必要なときには敢えて同じ土俵のなかで政府と取
り組むことが大切です。

中川 そうですね、中身を実質化していくことが
必要です。そういう力があるかないかはまた別の
問題ですが。

石塚 私は別に尻をまくれと言っているのではな
くて、少なくともそういう用語が政府の言葉であ
って、自分たちのものではないという認識が必要
かと。そのまま乗ると危ないですね。

角瀬 つまり政府の言葉と「非営利・協同」の言
葉とが、ごちゃごちゃになっているわけです。そ
れを洗っていくと、いわれる「新しい公共」とい
うのは本当に些細なものでしかないという、そん
な小さな内容のものでいいのかということですね。
もっと本格的に理論展開をする必要があるように
思います。

石塚 当時の鳩山氏と慶応大の金子郁容氏の考え
ていたものは、NPOと障害者雇用のチョーク工

場程度でした。その発想しかないから、基本的に
NPOとボランティアしかない。しかし我々の考
えるのは、もっと大きなものを考えている。そう
でないと NPOだけで東北の漁村が復興できるか
と言えばそうではないのです。

富沢 「『新しい公共』推進会議」の動きをみる
と、加藤さんなどが頑張って、日本型社会的協同
組合の可能性などの問題をきちんと文章化してい
るわけですね。そういう方向に持っていくことが
重要ですね。

角瀬 この協同組合憲章は何を目指しているので
すか。

富沢 私が大きく刺激を受けたのは、２０１０年に制
定された中小企業憲章です。これは中小企業家同
友会の人たちが１０年くらいかけて憲章づくりの運
動に取り組んだ成果です。中小企業基本法はすで
にあるけれども、中小企業をもっと発展させるた
めの法制度を整備するためには、中小企業の社会
的位置付けを明確に示す中小企業憲章を政府自身
が策定することが必要だという考えのもとで、中
小企業家同友会の人たちが政府と交渉しながら中
小企業憲章の閣議決定にまで至ったのです。中小
企業憲章の中には、政府が中小企業が日本経済の
基盤をなしていることを認めたうえで、中小企業
を発展させるための基本的考え方や行動指針が整
理されて述べられています。
中小企業憲章があるのに、協同組合憲章がない

のはおかしいのではないかというのが、私の最初
の発想でした。地域経済を活性化させるためには、
CBOの連携が必要です。地域に根ざす中小企業と
協同組合との連携が、今後ますます必要になって
きます。中小企業憲章に対応する協同組合憲章を
つくり、中小企業者と協同組合メンバーが地元で
話し合いを始めることは、地域経済の発活性化の
源になります。このような脈絡で考えると、協同
組合のアイデンティティと社会的役割を明確に示
す協同組合憲章をつくる意義が明らかになります。
さらに、協同組合憲章をつくることは、協同組

合運動の強化にもつながります。農協や生協など
各種協同組合は、それぞれが独自の根拠法のもと
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に設立されているという歴史的経緯もあって、そ
れぞれが独自の運動を展開しており、協同組合運
動として一体化した運動には、ほとんど取り組ん
でいません。経営者には経団連があり、労働組合
には連合や全労連があります。ほとんどの業界は
ナショナル・センターを持っていて、業界の利害
を代表して政府と対応しているのです。しかし協
同組合だけは別々にやっています。協同を理念と
する協同組合が全国的協同組織を持っていないと
いうのは、おかしいですよね。
私は、各種協同組合に共通する協同組合運動の

基本的理念を憲章で明確にしたうえで、各種協同
組合の連携を強化して、協同組合のナショナル・
センターをつくらないといけないと考えているの
です。
たとえば、TPPの問題と取り上げてみましょう。

農協や漁協などの第一次産業の協同組合がいくら
頑張っても、国民的合意を形成するためには限界
があります。そこで生産者の立場に立つ協同組合
だけで政府と交渉するのではなく、消費者の立場
に立つ生協とも連携し、いわば生活者の立場に立
つナショナル・センターを組織して、協同組合運
動が全体として TPPをどう評価するかを検討し、
共通見解をまとめ、ナショナル・センターが政府
と交渉することが必要となります。
かりにナショナル・センターが結成されないと

しても、憲章をつくる運動は、協同組合運動の強
化に役立ちます。政府との交渉を成功させるため
には国民的な運動が必要です。現在は各種協同組
合が憲章案の組織討議を進めている段階ですが、
来年初頭には各種協同組合が賛同する憲章が策定
される予定です。その後は国民一般にむかっての
署名運動が必要だと、私は考えています。署名運
動をする際には相手に対して訴える内容について
説明できなければいけません。ですから、署名運
動に取り組む協同組合関係者は、協同組合とは何
かを改めて考え、協同組合についての認識が高ま
ります。また、署名に応じてくれる人も協同組合
への理解を深めます。国民運動が盛り上がれば、
政府も動き出します。
署名運動だけでなく、国際協同組合年に、各種

協同組合の人たちが手をつなぐフランスデモがで
きたらいいですね。農協や生協はそれぞれ米価闘

争や平和運動などをやってきましたが、異種の協
同組合がいっしょになって手をつないでデモをし
たことはいままでないでしょう。それをぜひやり
たいのです。そうすると協同組合としての連帯意
識も高まります。また、社会に対しても協同を訴
える効果的な示威活動ともなります。
歴史的に有名な憲章運動としてイギリスのチャ

ーティスト運動（１８３８～５８年）があります。これ
は、労働者階級の参政権獲得を訴える「人民憲章」
をつくり、それを政府に認めさせる国民的規模の
運動でした。この憲章運動は政治の民主化に大き
く貢献しました。私は、現代の協同組合憲章運動
が国民的規模の運動に盛り上がり、経済の民主化
に貢献することを願っています。

角瀬 中小企業憲章の場合は、優遇税制を作らせ
ようとする現実的な狙いがあったわけですが、協
同組合の場合はそういうものを考えることができ
るかというと、ちょっと難しいのではないでしょ
うか。

富沢 お手元にある「協同組合憲章 草案（第１
次案）」をご覧ください。その第４節「政府の協
同組合政策の行動指針」は、「政府は、具体的な
協同組合政策に取り組むにあたっては上記の基本
理念と基本原則をふまえたうえで、下記の行動指
針を尊重すべきである」として、１０項目の政策要
求を掲げています。一例をあげれば、第２項目「（政
府は）地域のニーズに即した新たな協同組合の設
立を支援する」においては、「地域のニーズに即
して地域のさまざまな関係者や関係団体が参加で
きる『複合型の協同組合』や、市民が協同して出
資・経営・労働する『協同労働型の協同組合』な
ど、新たな協同組合の設立を支援する」として、
新しいタイプの協同組合のための法制化を要求し
ています。
ご存知のように、日本のワーカーズコープとワ

ーカーズコレクティブは協同して、彼らの活動に
適合的な法律をつくることを政府に要求していま
す。日本労働者協同組合連合会は、「雇う雇われ
るという労使関係のもとでの労働だけではなく、
協同で出資し、経営し、働くという、協同性に着
目した労働を法制化してほしい」と訴えています。
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私も、この運動に数十年間関わっています。この
法律が経済の民主化のため役立つからです。しか
し、法制化への道には厳しいものがあります。雇
用労働者を前提にしている現代の労働法体系に協
同労働者を適合的に組み入れることが、難題にな
っています。
私が協同組合憲章の重要性に着目した大きな理

由は、この問題と関連します。協同労働の法制化
運動が現代の労働法に風穴をあける一点突破的な
運動であるとすれば、協同組合憲章運動は、その
一点突破的な運動を助ける土台を築くものです。
協同組合憲章によって協同組合運動に対する社会
と政府の認知度を高めることが「協同労働の協同
組合法」の実現に役立つという思いから、私は協
同組合憲章の運動を提起したのです。
もっとも、私が協同組合憲章を中心とする国民

的運動の提言をしても、協同組合のナショナル・
センター設立の提言をしても、既存の大協同組合
の代表者たちは「そんなことは無理だ、机上の空
論だ」となかなか乗ってきません。協同組合はそ
れぞれ独立して運動することが現実的であり、協
同組合共通の運動に取り組むことは机上の空論だ
と言うのです。

坂根 日本は縦割りの省庁で法律であり、自分の
所管の省庁との関係を常に考えてきたわけだから、
横のつながりについてはなかったといえます。

富沢 各種協同組合の横のつながりをつくること
は空想的だと批判されています。

坂根 今のところは、確かに空想ですね。

石塚 日本は役所にお伺いを立てますからね。し
かし私は富沢先生のご意見に賛成なのです。とい
うのは、EUはすでにそういうことをやろうとし
ているからです。いま、EUではソーシャル・エ
コノミー・ヨーロッパとなっていますが、NPO
も協同組合もソーシャル・エコノミーもすべて入
っています。かつては DG２３（第２３総局）という
のがありましたが、今は番号は解体し、中小企業
局の中にあります。
最近、EUではスモール・カンパニー・アクト

という法律ができたのですが、スモール・カンパ
ニーとは何かというなかの１つに、ソーシャル・
エコノミーが入っているのです。これは EU政府
の考え方ですが、いま描いたような見取り図でナ
ショナルというか EUのセンターができて、スモ
ール・カンパニーとしても非営利の組織としても、
コミュニティの利益の組織としても認知されてい
る。かなり概念的・組織的にセンターができて集
まっているのです。理想は日本でもそういうのが
できるといいのではないでしょうか。

富沢 理想的だと言われても、理想を目指すこと
は必要だと思います。

石塚 「EUではすでにやっています」という話
ができるし、アメリカだって日本よりはましです
ね。その話が全くの絵に描いた餅ではないけれど、
日本では縦割りもあるし、確かに面倒かもしれま
せん。

角瀬 協同組合には、連合会など大企業のような
規模の協同組合があるんですね。

中川 それは社会的企業でも同じです。

石塚 政府の概念規定と我々の概念規定には、ず
れがあるのです。政府は「新しい公共」という枠
に収めたいが、我々はそれには収まらないぞとい
う、違いがあります。EUはソーシャル・エンタ
ープライズを、スモール・カンパニー、マイクロ・
カンパニーとしたいけれども、現実には非常に大
きい協同組合があるわけです。非常にダイナミッ
クな力関係があるので、向こうの言いなりになる
と手足を縛られてしまう、そんな心配をしていま
す。

中川 現在の日本政府はグローバリゼーションを
あまり理解していないように思えます。日本政府
の最大の役割は何かと言えば、実は日本にとって
のマクロ経済を安定化させ、人びとの社会生活を
より確かで安定したものにしていく、ということ
なのです。しかし、日本経済は世界中から影響を
受けて、どんなに頑張ってもうまくいかない、と
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いうのが現状です。要するに、日本の経済を安定
化させていくための政策は、地域経済の再活性化
をいかに実現させていくか、地域コミュニティで
の人びとの生活と労働の質的向上をいかに実現し
ていくか、に基礎を置くことになるのですが、（ア
メリカ国債の格付けに見られるように）経済・市場
のグローバリゼーションがそれに壁を立てて、一
国で解決できない経済問題を生み出し、その結果、
今のところ G７や G２０などで解決策を模索するこ
とになっている。しかしそれでも実際には問題は
片付かないでいます。それでは一国では何もでき
ないかと言えば、そうではない。それぞれの国が、
自国のマクロ経済だけは決定的に有利だとのこと
はあり得ないけれども、経済のグローバリゼーシ
ョンを前提に、いかに自国の国民の生活と労働の
質的向上が図られ、その結果、自国の利益が実質
化され得る方途を考えるか、というようになって
いくのです。そしてそれは、地域コミュニティで
の人びとの生活と労働がどれだけしっかりしてい
るかによって、決定的になっていくということな
のです。

富沢 地域コミュニティからのボトムアップが重
要ですね。

中川 つまり、日本政府の本当の経済的、社会的、
政治的な役割は、日本一国の力では決定的にはな
りえない経済的、社会的、政治的な問題―例えば
地球温暖化問題や原子力発電問題など―は国連な
どを基軸に対応するように、すべての国が地球全
体でやらなければならないものと、日本の経済能
力に応じた解決可能な対応を実行すること、それ
には地域コミュニティを中心とした持続可能な発
展を促進する具体的な政策を展開することである、
というのが私の考えです。

石塚 私も、経済がグローバル化していますから、
一国福祉国家論はもう無理だと思います。

中川 広義の意味では私もそう思います。現在の
ソマリアの飢餓問題は世界全体で取り組まなけれ
ばならない人類的、人間的危機の問題でもありま
す。

富沢 労働基準の問題など、国際的な規制が必要
ですね。

中川 だから、問題はあるでしょうが、これから
力を持つのは EUだと思いますね。

富沢 今日の資料である協同組合憲章草案の中の
「３．政府の協同組合政策の基本原則」をご覧くだ
さい。政府が協同組合政策を策定するさいに考慮
すべき基本的な考え方を、つぎのように提示して
います。「（１）協同組合の価値と原則を尊重する、
（２）協同組合の設立の自由を尊重する、（３）
協同組合の自治と自立を尊重する、（４）協同組
合が地域社会の持続的発展に貢献することを重視
する、（５）協同組合を、社会経済システムの有
力な構成要素として位置付ける。」こうした原則
を基礎にした協同組合政策を実現させることが、
日本の課題だと思います。

石塚 やはり日本政府には「国連もこう言ってい
るし、EUもこういうのを作っているのだ」と示
して作らせるのがいいのでしょうか。

中川 角瀬先生が言っておられました CSRを国
連がすごく強調したというのは、私は非常に重要
なことだと思っています。日本の企業、しかも大企
業にとってはこれほど大きな外圧はないですから。

富沢 日本の政府は外圧に弱いですね。

石塚 震災の復興計画をどうするのか、小さな漁
村をどうするのかというのと絡んできます。

富沢 株式会社で漁業の復興を図るなどという提
言がどのような意味を持つか、漁協の社会的価値
は何かという問題などに関して説得力のある理論
と、その理論を現実化するだけの運動力を持たな
いと、非営利・協同の陣営が押し切られる危険性
がありますね。非営利・協同の理論と実践の強化
がますます重要な時期になっていると思います。

（２０１１年７月２５日実施）
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２０１１年７月１４日

協同組合憲章草案（第１次案）

１．前文

世界は現在、経済的不況、環境汚染・エネルギ
ー問題、多くの発展途上国の人口爆発と先進国の
少子高齢化、頻発する地震・津波・噴火などの自
然災害により、危機に直面している。なかでもわ
が国は、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災
とそれにともなう原子力発電所事故によって、こ
れまでの国土開発政策、エネルギー政策、社会経
済政策、地域経済と地域社会づくりなどに、根本
的な反省を迫られている。
一方、世界では発展途上国を含む多くの国で民

主化が進み、市民の選挙によって生み出された政
府が国づくり・社会づくりのイニシアチブを発揮
するようになってきている。各国の市民社会化と
ともに国際社会の市民社会化が進み、各国が協力
して社会経済問題に取り組む動きが強まっている。
このような状況下で、市民たちが協同しておこな
う事業と運動としての協同組合の意義が世界的に
高まってきている。
協同組合は、組合員が出資し共同で所有し民主

的に管理する事業体をつうじて、共通の経済的・
社会的・文化的なニーズと願いを満たすために、
自発的に手を結んだ人びとの自治的な組織である。
（付属文書参照） 協同組合は、相互扶助の非営
利の組織として、国民経済の一翼を担っている。
世界的金融・経済危機の下で、また、市場至上

主義への危惧が表明される国際的潮流のなかで、
２００９年１２月、国連総会は、２０１２年を国際協同組合
年と宣言する決議を採択した。この決議は、世界
各国の社会経済開発において協同組合がこれまで
果たしてきた役割と、今日の社会経済問題の改善
に貢献する可能性を評価したうえで、全加盟国の
政府と関係者にたいし、この国際年を機に、協同
組合への認知度を高め、協同組合を支援する政策
を検討するよう促している。
国連のこの要請に応えることは、日本の協同組

合と政府の責務である。協同組合は、自らの努力
によって協同組合運動をいっそう発展させなくて
はならない。また、政府は、協同組合の発展を促

進するための制度的枠組みを整備しなければなら
ない。
日本歴史上未曽有とされる東日本大震災では、

政府による公的支援が遅れるなかで、多くの協同
組合が、これまで培ってきた協同のネットワーク
を活用して、被災住民への支援を積極的に行なっ
た。協同組合以外の分野でも、至るところで市民
による多様な被災地支援が行なわれ、共助・協同
への関心が高まった。社会を安定化させるために
は、自己責任（自助）と政府の援助（公助）だけ
では不十分であり、人びとの助け合い（共助）が
必要だという社会認識が広まっている。
人びとの助け合いの絆を強化し、無縁社会を友

愛社会に変え、疲弊する地域経済を活気づけ、日
本の新しい未来を切り拓くためには、社会経済政
策等の整備とともに、協同組合の発展が不可欠で
ある。
協同組合を今後いっそう発展させるための基本

的な理念と原則とを明らかにし、さらに政府にた
いして、協同組合全体を貫く協同組合政策の基本
的な考え方と方針を明らかにするよう求めるため、
ここに協同組合憲章草案を定める。

２．基本理念

近代的協同組合の起源は、１９世紀の産業革命の
もとで労働者、農民、消費者たちが生活を守るた
めに自発的に取り組んだ協同の活動であった。協
同組合は、イギリスの生活協同組合、ドイツやイ
タリアの信用協同組合、ドイツやデンマークの農
業協同組合、フランスの労働者協同組合など、多
様なルーツをもっているが、その共通の基本理念
は、組合員の自助と共助、すなわち協同であった。
協同組合は、経済的公正を求めて、経済的弱者の
地位の向上に努めるとともに、組合員の出資参加
・利用参加・運営参加といった参加型システムを
発展させることによって、民主主義の学校として
も機能してきた。協同組合はまた、「働きがいの
ある人間らしい仕事」を創出する主体として、そ
の発展が期待されている。
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今や協同組合の理念は世界中に広がり、現在、
国際協同組合同盟（ICA）は、９２カ国の協同組合・
約１０億人の組合員を擁する、世界最大の国際 NGO
となっている。
このことは、世界が自由と平等のみでなく、そ

れに友愛の原理を加えて安定した社会をつくろう
とするようになってきたことの表れである。
日本でも、古くから講や結いなどの助け合いの

仕組みが存在した。江戸時代末期には、大原幽学
の指導で「先祖株組合」、二宮尊徳の指導で「小
田原報徳社」など、道徳と経済を結びつけた萌芽
的な協同組合が誕生した。明治以降は、海外の近
代的協同組合の思想と実践が紹介され、当時の産
業組合法のもとで、都市や農村においてさまざま
な協同組合が産声を上げた。第二次世界大戦後も、
各種協同組合法のもとで協同組合が設立され、協
同組合は日本の社会経済、民主主義の発展に貢献
してきた。普通選挙を基礎とする民主主義が定着
し、市民が主権者になるとともに、普通の市民の
事業としての協同組合が発展し、経済的・社会的
に重要な役割を果たすようになってきた。「一人
は万人のため、万人は一人のため」という言葉に
集約される協同組合運動の思想が、国民各層に広
く浸透してきた結果である。
今や日本は、延べ９，８００万人の組合員と５７万人

の職員を擁する、世界でも有数の協同組合が活動
する社会となっている。これらの協同組合は、主
として農林漁業、商工業、金融、共済、消費生活
などの経済の領域で活動してきたが、近年は医療・
福祉、子育て支援、仕事おこし、買い物弱者への
生活必需品の供給など、地域社会全般にかかわる
公益的活動を強化させている。
阪神淡路大震災以降、NPOなどの市民組織が

取り組む公共的な活動の重要性が注目されるよう
になってきた。これは、政府が担う「公」と区別
され、「新しい公共」と呼ばれているが、市民の
自発的な協同の組織として公益的活動に取り組む
協同組合は、新しい公共の担い手として位置づけ
られる。協同組合が新しい公共の担い手としてい
っそう成長していくためには、協同組合同士の協
同を強め、地域住民や NPOなどのさまざまな組
織と連携し、さらに行政との協働を促進して、地
域社会のために活動することが必要とされる。

３．政府の協同組合政策の基本原則

新しい公共の領域を発展させるためには、協同
組合の自主的努力が必要とされる。そして、協同
組合の自治と自立を尊重し、社会経済開発に貢献
する協同組合の活動を支援する政府の役割が重要
となる。政府は、協同組合政策に取り組むにあた
って、基本理念をふまえたうえで、以下の原則を
尊重すべきである。

（１）協同組合の価値と原則を尊重する。
国連の「協同組合の発展に支援的な環境づくり

をめざすガイドライン」（２００１年）と、国際労働
機関（ILO）の「協同組合の促進に関する勧告」
（２００２年）に留意し、ICAの「協同組合のアイデ
ンティティに関する声明」（１９９５年、付属文書）
に盛り込まれた協同組合の価値と原則を尊重する。
協同組合にさまざまな政策を適用するさいは、協
同組合の価値と原則に則った協同組合の特質に留
意する。

（２）協同組合の設立の自由を尊重する。
協同組合制度は、すべての市民に開かれている。

政府は、市民が協同組合を設立する自由を尊重す
る。

（３）協同組合の自治と自立を尊重する。
協同組合が積極的に自治と自立を確保・維持す

ることを重視し、政府と協同組合との対等で効果
的なパートナーシップをすすめる。

（４）協同組合が地域社会の持続的発展に貢献す
ることを重視する。
協同組合が地域社会の持続的発展に貢献するこ

とをめざしている点を重視する。震災復興などに
あたっては、地域経済の有力な主体としての協同
組合を有効に活用する。

（５）協同組合を、社会経済システムの有力な構
成要素として位置付ける。
これからの社会経済システムには、多くの人び

とが自発的に事業や経営に参加できる公正で自由
な仕組みが求められる。そのために、公的部門と
営利企業部門だけでなく、協同組合を含む民間の
非営利部門の発展に留意する。
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４．政府の協同組合政策の行動指針

政府は、具体的な協同組合政策に取り組むにあ
たっては、上記の基本理念と基本原則をふまえた
うえで、下記の行動指針を尊重すべきである。

［協同組合の活動の支援］
（１）協同組合が地域の社会的・経済的課題の解
決に取り組むさい、その活動を支援する。
協同組合が安全・安心な食料などの確保、金融

へのアクセス、地域の雇用・福祉・医療・環境・
教育問題等の解決に取り組むさい、その活動を支
援する。

（２）地域のニーズに即した新たな協同組合の設
立を支援する。
都市や農山漁村で市民の自主的な経済活動を促

進し、就業機会を増やし、地域社会の活性化を図
るために、地域のニーズに即して地域のさまざま
な関係者や関係団体が参加できる「複合型協同組
合」や、市民が協同して出資・経営・労働する「協
同労働型の協同組合」など、新たな協同組合の設
立を支援する。また、再生可能な自然資源を活用
した協同組合方式の分散型エネルギー供給事業の
創設を支援する。

（３）地域社会の活性化を図るために、協同組合
など地域社会に根ざす諸組織を支援する。
地域社会の活性化を図るために、協同組合振興

条例やまちづくり条例などを制定し、協同組合・
NPO・自治会など、地域社会に根ざす諸組織を支
援する。

（４）協同組合に関する教育・研究を支援する。
協同組合について理解する機会を増やすために、

協同組合に関する教育を学校教育に導入し、大学
において協同組合研究の機会を増やす。また、女
性、高齢者、障がいのある者、自然災害の被災者
たちが協同組合をつくるさいに、必要な教育と職
業訓練の機会を確保する。

（５）協同組合の国際的な活動を支援する。
地球温暖化、飢餓、貧困、社会的排除、多文化

共生などに貢献する協同組合の国際的活動を支援

する。また、発展途上国の協同組合の育成を支援
するために、政府開発援助（ODA）の拠出等の
支援をおこなう。とりわけ、国連のミレニアム開
発目標への協同組合の貢献を強化するために必要
な対策と支援をおこなう。

［適切な協同組合政策の確立］
（６）協同組合に関する統一的な行政窓口を確立
する。
協同組合政策の推進・調整を図るために、統一

的な行政窓口を開設する。

（７）協同組合の制度的枠組みを整備する。
協同組合が新しい公共の担い手として取り組め

るよう、協同組合に関する法制度について必要な
見直しをおこなうとともに、協同組合に共通する
法制度についての検討を進める。また、税制、会
計基準、自己資本規制などについて検討するにあ
たっては、協同組合の特質に留意する。

（８）協同組合における定款自治の強化を支援す
る。
協同組合の地域的条件、事業内容、規模などに

対応して柔軟な制度設計が可能となるよう、協同
組合の事業運営やガバナンスにおける定款自治の
強化を支援する。

［協同組合の実態把握］
（９）協同組合についての包括的な統計を整備す
る。
協同組合が経済活動に与える影響を評価するた

めに、包括的な協同組合統計を整備する。

（１０）協同組合の社会的貢献について調査する。
協同組合の社会的役割を評価するために、協同

組合による人づくり、絆づくり、まちづくり、自
然環境保全活動などの社会的貢献について調査し、
その結果を公表する。

５．むすび

世界的金融・経済危機、大規模自然災害等で、
協同組合は社会経済を安定化させる役割を果たし
てきた。経済と社会がグローバル化するなかで、
協同組合は、地域社会に根ざし、人びとの助け合
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いを促進することによって、生活を安定化させ、
コミュニティを活性化させる機能をもつ。
国際協同組合年を契機として、協同組合は、政

府や自治体との協働を促進し、新しい公共がめざ
す「人びとの支え合いと活気のある社会」の実現
を図る決意を表明する。また、政府は、コミュニ
ティを活性化するうえでの協同組合の役割を認識
し、協同組合セクターの発展を支援する。

付属文書

「協同組合のアイデンティティに関する声明」

（国際協同組合同盟、１９９５年）

＜定義＞
協同組合は、人びとの自治的な組織であり、自

発的に手を結んだ人びとが、共同で所有し民主的
に管理する事業体を通じて、共通の経済的、社会
的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的
とする。

＜価値＞
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、

公正、連帯という価値を基礎とする。協同組合の
創設者たちの伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員
は、正直、公開、社会的責任、他人への配慮とい
う倫理的価値を信条とする。

＜原則＞
協同組合原則は、協同組合がその価値を実践す

るための指針である。

第１原則 自発的で開かれた組合員制
協同組合は、自発的な組織であり、性による差

別、社会的、人種的、政治的、宗教的な差別を行
なわない。協同組合は、そのサービスを利用する
ことができ、組合員としての責任を受け入れる意
志のあるすべての人びとに開かれている。

第２原則 組合員による民主的管理
協同組合は、組合員が管理する民主的な組織で

あり、組合員は、その政策立案と意思決定に積極
的に参加する。選出された役員として活動する男
女は、すべての組合員に対して責任を負う。単位
協同組合の段階では、組合員は平等の議決権（一

人一票）をもっている。他の段階の協同組合も、
民主的方法によって組織される。

第３原則 組合員の経済的参加
組合員は、協同組合に公正に出資し、その資本

を民主的に管理する。少なくともその資本の一部
は、通常、協同組合の共同の財産とする。組合員
は、組合員になる条件として払い込まれた出資金
に対して、利子がある場合でも、通常、制限され
た利率で受け取る。組合員は、剰余金を次のいず
れか、またはすべての目的のために配分する。
・準備金を積み立てて、協同組合の発展に資する
ため。その準備金の少なくとも一部は分割不可能
なものとする。
・協同組合の利用高に応じて組合員に還元するた
め。
・組合員の承認により、他の活動を支援するため。

第４原則 自治と自立
協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組

織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取
り決めを行なう場合、または外部から資本を調達
する場合には、組合員による民主的管理を保証し、
協同組合の自治を保持する条件のもとで行なう。

第５原則 教育、研修、広報
協同組合は、組合員、選出された役員、マネジ

ャー、職員がその発展に効果的に貢献できるよう
に、教育と研修を実施する。協同組合は、一般の
人びと、特に若い人びとやオピニオンリーダーに、
協同することの本質と利点を知らせる。

第６原則 協同組合間協同
協同組合は、地域的、全国的、広域的、国際的

な組織を通じて協同することにより、組合員にも
っとも効果的にサービスを提供し、協同組合運動
を強化する。

第７原則 地域社会への関与
協同組合は、組合員が承認する政策にしたがっ

て、地域社会の持続可能な発展のために活動する。
（日本協同組合学会訳にもとづいて一部修正）
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